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週休２日制モデル工事における経費等の補正係数について 

 

 （土木工事） 現場閉所

 通期 月単位

 労務費※１ 1.02 1.04

 機械経費（賃料） 1.02 1.02

 共通仮設費 1.02 1.03

 現場管理費 1.03 1.05

 市
場
単
価
（
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
）

鉄筋工 1.02 1.04

 ガス圧接工 1.02 1.03

 インターロッキ
ングブロック工

設置 1.01 1.01

 撤去 1.02 1.04

 防護柵設置工 
（ ガ ー ド レ ー
ル）

設置 1.00 1.01

 撤去 1.02 1.04

 防護柵設置工 
（ ガ ー ド パ イ
プ）

設置 1.00 1.01

 撤去 1.02 1.04

 防護柵設置工 
（横断・転落防
止柵）

設置 1.02 1.04

 撤去 1.02 1.04

 防護柵設置工（落石防護柵） 1.01 1.01

 防護柵設置工（落石防止網） 1.01 1.02

 
道路標識設置工

設置 1.00 1.01

 撤去・移設 1.02 1.03

 道路付属物設置

工

設置 1.01 1.01

 撤去 1.02 1.04

 法面工 1.01 1.02

 吹付枠工 1.01 1.03

 鉄筋挿入工（ロックボルト
工）

1.02 1.03

 
道路植栽工

植樹 1.02 1.04

 剪定 1.02 1.04

 公園植栽工 1.02 1.04

 橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01 1.02

 橋梁用埋設型伸縮継手装置
設置工

1.02 1.04



（土木工事） 現場閉所

通期 月単位

 橋面防水工 1.01 1.01

 薄層カラー舗装工 1.00 1.01

 グルービング工 1.00 1.01

 軟弱地盤処理工 1.01 1.02

 コンクリート表面処理工 
（ウォータージェット工）

1.01 1.01

 土
木
工
事
標
準
単
価

区画線工 1.02 1.04

 高視認性区画線工 1.02 1.04

 橋梁塗装工 1.01 1.03

 構造物とりこ
わし工

機械 1.02 1.03

 人力 1.02 1.04

 コンクリートブロック積工 1.02 1.04

 排水構造物工 1.02 1.04

 鋼製排水溝設置工 1.02 1.04

 表面被覆工 
（コンクリー
ト保護塗装）

固定足場 1.01 1.02

 高所作業車 1.01 1.02

 
表面含侵工

固定足場 1.02 1.04

 高所作業車 1.02 1.04

 連続繊維シー

ト補強工

固定足場 1.02 1.04

 高所作業車 1.02 1.04

 剥落防止工 
（ ア ラ ミ ド
メッシュ）

固定足場 1.02 1.04

 高所作業車 1.02 1.04

 漏水対策材設

置工

固定足場 1.02 1.04

 高所作業車 1.02 1.04

 防草シート設置工 1.01 1.03

 紫外線硬化型
FRP シート設
置工（ポリエ
ステル樹脂）

固定足場 1.01 1.02

 高所作業車 1.01 1.01

 塗膜除去工 1.02 1.04

 バキュームブラスト工 1.01 1.01

 道路反射鏡設
置工

設置 1.00 1.01

 撤去 1.02 1.04

 仮設防護柵設置工（仮設ガー
ドレール）

1.02 1.04

 機械式継手工 1.02 1.04



 

※１　週休 2 日の補正対象は、公共工事設計労務単価（51 職種）、電気通信技術者、電気

通信技術員、機械設備据付工、船団長及び潜水世話役とし、それ以外の労務単価に

ついては補正対象外とする。また、工場製作等に係る労務費についても、補正の対

象外とする。 

※２　４週８休以上：現場閉所率　28.5%以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土木工事） 現場閉所

通期 月単位

 抵抗板付鋼製基礎工 1.02 1.03

 ノ ン コ ー キ ン グ 式 コ ン ク
リートひび割れ誘発目地設
置工

1.01 1.01

 FRP 製格子状パネル設置工 1.00 1.00

 浸食防止用植生マット工（養
生マット工）

1.02 1.04

 支承金属容射工 1.02 1.04

 耐圧ポリエチレンリブ管（ハ
ウエル管）設置工

1.02 1.03

 

 現場閉所率は次式により算出する。 

　現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数／対象期間内の日数×100（％） 

　　※小数点第２位を切り捨てる。 

　　※対象期間は要領第３条による。



【参考：公共工事設計労務単価（51 職種）】 

 

 

 

 

 

 


